
議案第４号 

斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

【議案提出担当課：国保医療課】 

 

 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４７号）の施行に

伴い令和８年度から子ども・子育て支援金制度が創設されること、及び地方税法施行

令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令（令和７年政令第

１１９号）の施行に伴い課税限度額が引き上げられたことから、本条例において所要

の改正を行うものであります。 

 

１．主な改正内容 

（１）税率等の改定（第２条の改正規定並びに第９条の３、第９条の４ 

及び第９条の５の追加規定） 

区分 現行 改正後 

基礎課税額 課税限度額 ６５万円 ６６万円 

後期高齢者支

援金課税額 
課税限度額 ２４万円 ２６万円 

子ども・子育

て支援納付金

課税額（新設） 

所得割額 ― ０．３１％ 

均等割額 ― １，７００円 

均等割額（18歳以上被保険者） ― ２００円 

課税限度額 ― ３万円 

 

（２）１８歳未満被保険者に係る均等割額の減額（第２１条第４項の追加規定） 

  国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に１８歳未満被保険者（１８歳に達

する日以後の最初の３月３１日以前である被保険者）がいる場合、その１８歳未満

被保険者につき算定した均等割額に相当する額を減額します。 

 

（３）子ども・子育て支援金分の新設に伴う軽減額の創設 

（第２１条第１項の改正規定）  

区          分 金額 

子ども・子育て

支援納付金課

税額 

７割軽減世帯 
均等割額 １，１９０円 

均等割額（18歳以上被保険者） １４０円 

５割軽減世帯 均等割額 ８５０円 



均等割額（18歳以上被保険者） １００円 

２割軽減世帯 
均等割額 ３４０円 

均等割額（18歳以上被保険者） ４０円 

（４）子ども・子育て支援納付金分の新設に伴う未就学児均等割額の軽減額の 

創設（第２１条第２項の改正規定） 

区         分 金額 

子ども・子育て支援

納付金課税額 

７割軽減世帯 ２５５円 

５割軽減世帯 ４２５円 

２割軽減世帯 ６８０円 

上記以外の世帯 ８５０円 

 

２．施行期日等 

（１）施行期日 

令和８年４月１日から施行します。 

（２）適用区分 

令和８年度分の国民健康保険税から適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、従前の例によります。 


